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特別支援教育実施方針（素案）に寄せられた意見と区の考え方について 

 

 

１ 意見の受付状況 

(1) 意見募集期間 

  令和６年12月11日（水）から令和７年１月15日（水）まで 

 

(2) 周知方法 

ア  ねりま区報（12月11日号）への掲載 

イ  区ホームページへの掲載 

ウ  区民情報ひろば、区民事務所（練馬を除く）、図書館（南大泉図書館 

分室を除く）、学務課での閲覧 

エ  区立小中学校の児童・生徒用タブレットパソコンの「ブックマーク」 

から閲覧 

オ  児童館での閲覧 

 

(3) 意見件数 

55件（23名）うち子どもからの意見は２件（２名） 

 

 

２ 寄せられた意見の内訳 （）内の数値は子どもからの意見数 

項 目 件 数 

 方針全体に関すること ５(１) 

 第１章 はじめに ０(０) 

 第２章 練馬区を取り巻く特別支援教育の動向 ０(０) 

 第３章 練馬区の現状と課題 ６(０) 

 第４章 区立小中学校における特別支援教育の方向性と方策 39(１) 

 その他 ５(０) 

合 計 55(２) 
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３ 寄せられた意見に対する対応状況 （）内の数値は子どもからの意見数 

項 目 件 数 

◎ 意見の趣旨を踏まえ計画に反映するもの 10(０) 

〇 素案に趣旨を掲載しているもの 17(１) 

□ 素案に記載はないが他の施策・事業等で既に実施しているもの 11(０) 

△ 事業実施等の際に検討するもの 10(０) 

※ 趣旨を反映できないもの ２(０) 

－ その他、上記以外のもの ５(１) 

合 計 55(２) 

 

４ 寄せられた意見（要旨）と区の考え 

№ 意見の概要 区の考え方 
対応 
区分 

方針全体に関すること 

1 

慢性的な教員不足であるにも関わら

ず、負荷は非常に大きい状態が続いて

いる。まずは、教員不足の解消が優先で

はないか。また、支援級の教員も不足し

ている。 

教員の任用や配置は、東京都が所掌し

ているものであり、都には確実な教員

確保を要望しています。区では、支援

員を確実に配置できるよう努めてい

ます。 

 

□ 

2 

特別支援学級もしくは支援教室在籍生

徒の中学卒業後の進路はどのような想

定か。 

通常学級と同じ全ての選択肢を想定

しています。 

生徒個々の希望に応えられるよう教

育を実施していきます。 

 

 

― 

3 

特別支援級の充実ももちろんのこと、

普通級においても多様な児に対応でき

る環境を設定していくべき。 

障害のある児童生徒に適切な指導や

支援ができるよう、特別支援教育の研

修を、毎年、計画的に取り組んでいる

ところです。また、通常学級において

も個々の特性に応じた指導や支援が

できるよう、今後も学校生活支援員の

人員確保と教員の連携強化に取り組

んでいきます。 

 

○ 
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4 

通常学級でも体制を整えて支援してい

く方向性が出され、インクルーシブな

視点は大切だと思った。この方針を土

台としながら、通常学級のインクルー

シブ化も進めていく方針が必要ではな

いか。 

通常学級、特別支援学級、特別支援教

室といった多様な学びの場において、

本人・保護者の意向や個々の特性に応

じた教育を進めています。通常学級に

おいても、日ごろの学習活動において

障害のある児童生徒と交流したり、障

害を理解する学習活動を行ったりす

ることで共生社会の実現にむけた取

組を進めていきます。 

 

 

△ 

第３章 練馬区の現状と課題 

5 

同じ区立の特別支援学級でも学校によ

って授業内容や方針に違いがある。あ

る程度一定の内容になるよう基準があ

ると良い。 

現在も、学習指導要領等に基づいて各

校が指導を進めていますが、各校が共

通の認識のもと特別支援教育のさら

なる充実が図れるよう新たな方針を

策定しました。方針に掲げる基本理念

の実現に向けて取り組んでいきます。 

 

 

○ 

6 

知的障害学級が軽度知的障害児のみの

受け入れを原則とする設定は国・都の

方針に反する。進学先については保護

者の意向が優先される以上、適切では

ない。 

国と都の計画も、ニーズに応じた多様

な学びの場の整備を進めることとし

ています。知的障害学級は、学校教育

法や国の通知により、意思疎通に軽度

の困難があるなどの児童生徒を想定

し設置していますが、就学先の決定に

あたっては、本人・保護者の意向、そ

の他の様々な事情を勘案しています。 

 

 

□ 

7 

知的障害学級のクラス分けは、学年だ

けでなく障害の程度によるものが必

要。 

知的障害学級は学年だけでなく習熟

度別でも授業を行っています。 

 

 

△ 
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8 

学級等の設置状況の中に、学習障害を

抱える児童への現状と課題が見当たら

ない。学習障害の現状と課題が知りた

い。 

学習の一部にだけ不得意があるなど

の学習障害は特別支援教室の対象と

して記載していますが、対象となる障

害種別や児童生徒の課題、指導内容を

一部追記・修正します。 

◎ 

9 

教員のアンケート結果では、人、物の不

足が上位を占めている。特別支援教育

の予算を増やすべき。 

学校と意見を交わしながら必要な予

算の確保に努めます。 ○ 

10 

アンケートについて、特別支援学級と

特別支援教室では通う子どもの障害の

種類や課題、ニーズが異なるので、合算

して実数を上位順に出すと、本当の結

果がわからないのではないか。 

アンケート結果分析をする際には特

別支援学級と特別支援教室を分けた

数値も参考にしました。一人ひとり状

況も様々であるため、少数の意見も参

考にしながら方針を検討しました。素

案においては、全体の結果をお示しす

るため、合算の数値を示しています。 

○ 

第４章 区立小中学校における特別支援教育の方向性と方策 

11 

通常学級での支援について、「保護者と

連携しながら支援」とは「支援に関連し

た所管課の連携強化【新規】」にあたる

か。 

「施設や人員は限られている」学校で、

どのように支援するのか。 

通常学級での支援については、これま

でも施設改修や学校生活支援員の配

置など、可能な限りの支援を行ってい

ます。障害のある児童生徒が安全に学

校生活を送るには保護者の協力が必

要となる場面もあります。 

こうした取り組みを継続しつつ児童

生徒の生活面の課題や身体介助の方

法など、福祉的なニーズに対応できる

よう「関連した所管課の連携強化」に

取り組んでいきます。 

○ 

12 
ハード面だけでなく、教員の研修時間

や体験の場を確保してほしい。 

教員研修について、毎年、職層ごとに

年間を通じて計画的に取り組んでい

るところです。ご意見を踏まえ、個々

の障害特性や支援方法、ユニバーサル

デザインを考慮した支援に関する研

修の実施について追記します。 

○ 

13 

日々状況の変わっている特別支援教育

について、保護者ももちろんだが教員

にも最新の状況を学ぶ機会が必要。 

◎ 

14 
学習障害を抱える児童に専門的指導が

可能な教員の育成を要望する。 
○ 
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15 

教員の負担軽減、インクルーシブ教育、

ユニバーサルデザイン教育・授業づく

りの研修の機会も必要。 

練馬区働き方改革推進プランに基づ

き、教員の負担軽減に取り組んでいま

す。ご意見を踏まえ、個々の障害特性

や支援方法、ユニバーサルデザインを

考慮した支援に関する研修の実施に

ついて追記します。 

 

◎ 

16 

通常級に多くの支援を必要とする児童

生徒が在籍している。人員の確保と充

実をお願いしたい。 

区では引き続き、研修を通じた教員の

専門性向上に取り組みます。学校生活

支援員については、引き続き人員の確

保に取り組みます。 

○ 

17 

現場の先生は今現在でも余裕がなく支

援への対応は難しい。専門家を配置し

一緒に取り組むことが必要。 

 

全小中学校で、東京都に臨床発達心理

士等の派遣を要請し助言を受けてい

ます。また、特別支援学級・支援教室

では作業療法士や言語聴覚士などの

専門家を招いて指導を受けています。

通常学級とも連携し支援を必要とす

る児童生徒の環境調整に関わってい

ます。 

 

□ 

18 

教育現場にスクールカウンセラーだけ

でなく心理士、作業療法士、言語聴覚士

などを入れて環境調整に関わって欲し

い。 

□ 

19 

発達性読み書き障害について、ガイド

の配付だけでなく講習会に組み込むな

ど先生方への啓蒙活動、専門的指導が

可能な教員の育成を要望する。 

発達性読み書き障害について、今年

度、教員研修の内容に取り入れ、実施

しました。今後も研修内容や方法を工

夫して取り組んでいきます。 

□ 

20 

発達性読み書き障害の児童への適切な

指導が可能な専門的知識を持った教員

の養成を要望する。 

□ 

21 

児童生徒が使っているChromebookは、

重く稼働も遅く有用なアプリも少なく

不適切ではないか。 

Chromebookは全国でも多くの教育委

員会で導入されており、一定程度の学

習アプリも整っています。なお、一部

のアプリでは、Chromebookで対応しな

いものもありますが、代替となるアプ

リを導入するなど対応しています。 

 

□ 
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22 

卒業後の社会参加や自己実現を見据

え、当事者がつかえる身体部分を理学

療法士や言語聴覚士などの専門家と相

談しながらICT機器を活用した個別学

習を導入すべき。 

音声読み上げや文字起こしなどのア

プリを導入し、障害特性に応じた学習

支援を実施しています。必要に応じて

専門家に相談します。 

 

□ 

23 

障碍児と健常児の交流の機会を多くと

って欲しい。 

通常学級と特別支援学級、通常学級と

特別支援学校など、交流活動の充実に

取り組みます。 

○ 

24 

知的障害学級の増設については、方針

に示された令和 10年だと間に合わな

い。早急に設置してほしい。 

知的障害学級の設置には一定の規模

が必要となることから、小中学校の改

築計画を踏まえて検討するため、すぐ

の設置は困難です。 

 

※ 

25 

知的障害学級は９年度と10年度に何校

増設されるのか。 

９年度に小学校１校、10年度に中学校

１校を目指しています。増設する学校

数を追記します。 

◎ 

26 

知的障害学級が少なく単独通学が難し

い。スクールバスがほしい。 

知的障害学級の不足に対応するため

設置校を増設していきます。なお、通

学は公共交通機関のご利用をお願い

します。 

 

※ 

27 

自閉症・情緒障害学級設置に向けた検

討が決定しうれしく思う。早期の設置

をお願いしたい。 

自閉症・情緒障害の固定学級設置に向

けた検討を開始します。 

設置には教室等の確保が必要なため、

今後の学校の改築計画を踏まえて設

置校を選定する必要がありますが、で

きる限り早期に設置できるよう、改築

中の仮設校舎での開設を含めて検討

することを記載します。また、速やか

に運営がスタートできるよう、入級の

対象者や入級までの手順等、具体的な

検討を開始することを記載します。 

◎ 

28 

手帳のないグレーゾーンの子に対応し

た自閉症・情緒障害特別支援学級を設

置してほしい。 

◎ 

29 
知的な遅れがない子が通える少人数の

教室を一刻も早く設立してほしい。 
◎ 

30 

知的障害がほぼない児童が知的学級に

在籍しており知的障害児に十分な支援

が行われないことにも繋がっている。

固定情緒級の設置を早急に行うべき。 

◎ 

31 情緒学級の固定級は必要。 ○ 
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32 

自閉症・情緒障害学級の1日も早い設置

を希望する。特に低年齢のうちはイン

クルーシブ教育を進めるのではなく、

特性ごとの適切な教育体制を望む。 

方針において「個々の特性に応じた多

様な学びの場」を基本理念に掲げてい

ます。理念に基き自閉症・情緒障害の

固定学級設置に向けた検討を開始し

ます。 

 

○ 

33 

情緒障害学級の設置については一番に

質の高い人材の確保を考えて欲しい。

情緒学級がある自治体はたくさんある

ので、参考にしてほしい。 

情緒障害学級設置にあたっては専門

的知識を持った教員の配置について、

教員の配置を担当している東京都に

要望していきます。他の自治体の事例

を参考にすることや専門家と連携す

ることについて検討します。 

 

△ 

34 

自閉症・情緒障害学級が設置できるま

での措置は何か検討されているのか。 

自閉症・情緒障害の児童生徒は、現在

の特別支援教室の利用を継続します。

支援教室での指導のほか、通常学級で

の適切な配慮や指導上の工夫ができ

るよう、支援教室の巡回教員と学級担

任が連携し、学校生活や学習上の困難

さが改善するよう努めます。 

自閉症・情緒固定学級の設置に向け、

入級の対象者や入級までの手順等、具

体的な検討を行うことを記載します。 

 

◎ 

35 

就学前からの教育相談の実施（新規）に

期待する。早い時期から相談や見学に

行ける機会を増やしてほしい。 

区立幼稚園を活用し、就学相談が始ま

る前の年中児以下を対象に集団生活

や就学に向けた心配などに関する教

育相談を実施していきます。 

 

 

○ 

36 

就学前からの教育相談の実施 につい

て、区立幼稚園は区内に3箇所しかない

ため、のびのび広場でも教育相談を行

って欲しい。 

今後のニーズを確認しながら相談場

所の拡大について検討します。 
△ 
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37 

就学時健診における、発達性読み書き

障害の早期発見スクリーニングの実施

を要望する。（他同意見１件） 

発達性読み書き障害については、読み

書きを習っていない就学時健診の時

期では正確な判断をすることが困難

なため、就学時の健診では親しみやす

いイラストなどを用いた知能検査を

実施しています。読み書き障害は、小

学校入学後に、授業や学校生活におけ

る様子を教員が丁寧に観察し、保護者

の希望も伺いながら、適切かつ迅速な

支援につなげています。 

 

 

□ 

38 
支援員の増員が早急に取りかかる課題

だと感じる。 

現在、区では、学校生活支援員の確保

に努めています。専門性のある人の活

用という視点でも情報を集めながら

支援体制の充実を検討していきます。 

 

 

 

○ 

39 

支援員の増員や研修、先生との連携に

ついて学べる機会の充実はぜひ実行し

てほしい。また、特性や支援方法などを

学んだ人が、学校現場で活躍できるシ

ステムがほしい。 

△ 

40 

都の制度「東京都公立小・中学校インク

ルーシブ教育支援員配置補助事業」に

ついて明記がない。活用していないの

か。 

「東京都公立小・中学校インクルーシ

ブ教育学校生活支援員配置補助事業」

については、区の学校生活支援員事業

と連動させて運用しています。 

 

□ 

41 

特別支援教育に対する知識、理解のあ

る支援員の増員、教員の特別支援教育

に関する研修の機会を増やすほか、将

来教員や心理士を目指す大学生が教育

の現場を学ぶ為にボランティアとし

て、学校に来てくれるTA（ティーチング

アシスタント）という制度が一部の学

校で活用されている。さらに活用され

ることを望む。 

教員研修については、毎年、計画的に

取り組んでいるところです。 

TAについてはご意見として承り、今後

の人員確保のあり方として参考にさ

せていただきます。 

 

 

 

 

 

△  
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42 

特別支援学校との連携について、支援

学級に限らず、通級・普通級の先生、支

援員の先生も研修ができたらプラスに

なる。 

区では特別支援学校と連携し、教員や

学校生活支援員を対象とした研修の

機会を設けています。引き続き、教員

や学校生活支援員の研修機会を確保

し、特別支援教育への理解促進を図り

ます。 

○ 

43 

医療的ケア児支援法ができてから、練

馬区においても支援が充実しており、

嬉しく思う。 

希望する進路(特別支援学校・特別支援

学級・普通級等)を選べる様、普通級に

おいては、インクルーシブに努めてほ

しい。 

就学先については、本人、保護者の意

向を踏まえて決定していきます。 

各学校において個々の状況に応じた

支援が実施できるよう引き続き取り

組んでいきます。 

区立の小中学校は施設や人員に限り

がありますが、保護者と連携しながら

学校生活を送れるよう支援します。 

○ 

44 

合理的配慮を希望した場合、保護者と

学校の話し合いの際に、中立の立場で

調整する人やシステムが必要。 

合理的配慮の検討にあたっては、それ

ぞれの児童生徒の状況や学校ごとの

事情が異なることから、各小中学校に

おいて、直接、要望を伺い、検討する

体制となっています。ご意見を踏ま

え、保護者の心理的物理的負担や合理

的配慮の受け方について、調整する方

法を検討します。 

△ 

45 

障害理解の促進に向けた取組の方針は

素晴らしい。学校、地域で障害者権利条

約、子どもの権利条約について学べる

機会があるとよい。 

教員や児童生徒、保護者の障害理解の

促進に向けた取組を検討します。 
△ 

46 

発達性読み書き障害について、保護者

向けにも、土曜参観、道徳の授業などで

の取り上げるなどで、この障害につい

ての啓蒙活動を要望する。 

△  

47 

現在区のHPでは支援教室の特徴などを

知ることが難しい。保護者に対する情

報発信について、パンフレットの配信

や啓発に向けた取り組みに期待する。 

特別支援学級・教室での指導内容の紹

介や障害特性に関するパンフレット

の配信などの取組を充実します。 
○ 
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その他 

48 参考資料として区のHPに掲載されてい

る「児童数・学校数一覧」と「特別支援

学級設置学校配置図」が付いていると

よい。 

参考資料に「特別支援学級設置校・児

童生徒一覧」と「設置校配置図」を追

加します。 
◎ 

49 就学相談の申し込みはオンラインで良

いが、特別支援学校・学級、支援教室の

役割を説明する就学相談の説明会を再

開してほしい。 

特別支援学校・学級、支援教室の役割

や就学相談の手順を説明する動画配

信など、周知の充実方法について検討

します。 

 

△ 

50 石神井小学校の増築計画は方針に反し

ているのではないか。特別支援教育の

視点からの検討がされておらず、校庭

が狭くなることや工事などによる悪影

響が懸念される。（他同意見２件） 

石神井小学校は、地域の状況などから

学級数が増加する見込みとなってお

り、増築棟の建設は不可避です。特別

支援教育の環境も考慮しながら、既存

校舎内で最大限に教室を確保した上

で、グラウンドを極力確保した増築案

を検討しました。工事にあたっては石

神井小の児童の教育環境に配慮しま

す。 

 

― 

 

５ 子
こ

どもからの意見
い け ん

（要旨
よ う し

）と区
く

の 考
かんが

え 

№ 意見
いけん

の概要
がいよう

 区
く

の 考
かんが

え方
かた

 
対応
たいおう

 

区分
くぶん

 

方針
ほうしん

全体
ぜんたい

に関
かん

すること 

１ 特別
とくべつ

支援
しえん

教 育
きょういく

実施
じっし

方針
ほうしん

とは何
なに

かわか

らない。 

学校
がっこう

でいろいろな助
たす

けが必要
ひつよう

な子
こ

ど

もたちが過
す

ごしやすくなるよう練馬
ねりま

区
く

がやることをまとめたものです。 

― 

第
だい

４ 章
しょう

 区立
くりつ

小 中 学 校
しょうちゅうがっこう

における特別
とくべつ

支援
しえん

教 育
きょういく

の方向性
ほうこうせい

と方策
ほうさく

 

２ 世
よ

の 中
なか

では 安心
あんしん

して過
す

ごすことが

出来
で き

ない 人
ひと

が 何人
なんにん

もいる と 思
おも

う。

小 学 生
しょうがくせい

や幼児
ようじ

などに支援
しえん

学 級
がっきゅう

を作
つく

るのはとても大切
たいせつ

だと思
おも

う。 

必要
ひつよう

な支援
しえん

学 級
がっきゅう

を設置
せっち

できるよう

に検討
けんとう

していきます。 
〇 

 


